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Ｐ222

（３）環境に配慮した事業活動の促進

ア　千葉県中小企業振興資金(環境保全資金)融資

　　 制度

、建築物の屋上・壁面の緑化
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（４）環境情報の提供
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３．環境基本計画の進捗状況の点検・評価等

項 目 名 基準年度 現況 目 標

環境保全活動に「参加したことがある」

と回答した県民の割合

（アンケート調査による）
年度 年度

以上

年度

またはエコアクション の

認証取得事業件数 年度 年度 年度

【２７年度の主な取組】

① 環境配慮の普及と県の率先行動の推進

・「環境マネジメントシステム」には国際規格の「 」のほかに、環境省が策定した「エコア

クション 」や、地方自治体、一般社団法人、特定非営利活動法人などが策定したエコステージ、

・環境マネジメントシステム・スタンダードなどがあります。 年度は、「 」と「エ

コアクション 」について、中小企業団体等による普及セミナーの開催に協力したほか、上記

つの「環境マネジメントシステム」について、ホームページを利用した広報を行いました。

② 環境保全活動の推進

・千葉県環境月間行事として、ポスターの作成や、県内各地での行事を紹介して啓発を行うととも

に、環境保全に顕著な功績のあった個人・団体に千葉県環境功労者知事感謝状を贈呈しました。

・県民、企業、関係団体、行政等が連携して開催するエコメッセ ちばにおいて、環境保全に

取り組む多様な立場の人々が交流し、情報交換を行いました。

・市民活動団体と様々な主体が連携して地域社会の課題解決に取組む先駆的な連携事例を表彰する

「ちばコラボ大賞」では、 年度は11件の応募があり、環境関連分野からは４件のエントリーが

ありました。このうち学校や市民の参加を得ながら植樹活動を行い、海岸線に、緑化の推進や高

潮からの減災効果が見込まれる森をつくっている「生命（いのち）と育ちの森プロジェクト【浦

安絆の森整備事業】（浦安市）、無農薬ブルーベリーの栽培、摘み取り体験や自然環境を生かした

癒しの空間づくりなど、地域の新たな魅力づくりに取り組んでいる「きさらづ・ブルーベリー・

ツーリズム」－環境に配慮したブルーベリー栽培による地域活性化－（木更津市）がそれぞれ大

賞として表彰されました。 
③ 環境に配慮した事業活動の促進

・中小企業の方々が行う環境保全の取組を支援するため、県制度融資として、中小企業振興資金（環

境保全資金）事業を実施し、 年度は 件、 千円の融資を行いました。

環境保全活動に「参加したことがある」と回答した県民の割合は、基準年度と比べて減少

しています。

一方、 またはエコアクション の認証取得事業件数は、基準年度と比べて増加

し、目標に近づいています。 

（１）指標の現況

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針
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④ 環境情報の提供

・環境基本計画の進行管理として、「千葉県環境基本計画平成 年度年次報告書」を取りまとめ、

公表するとともに、同報告書の内容を取り込んだ「千葉県環境白書（ 年版）」を作成し、県内市

町村、関係機関に配付しました。また、「環境生活部主要施策概要」を県ホームページで公表しま

した。

【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】

・節電など、個人に経済的メリットのある自主活動は進んでいますが、市民団体、企業等の様々な

主体による協働での環境保全活動への参加には、十分に結びついていない状況です。環境保全の

ための取組は、個々での行動も大事ですが、各主体の人材や情報を有機的に結びつけ、協働で進

めていくことで一層効果的になります。

・近年、環境保全資金事業では、太陽光発電設備の設置事業に対する融資を多く行っておりますが、

「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」の見直し等により、新規設置件数や融資利用者の減少

が見込まれることから、同事業の利用拡大が課題となっています。

【分析結果を踏まえた今後の対応方針】

・県自らの活動に伴う環境負荷低減のための取組を推進します。

・啓発イベントや環境講座、表彰制度を通じ、環境保全活動に対する県民の理解と関心を深めると

　ともに、各主体間のネットワークづくりを推進します。

・環境保全資金事業を実施するとともに、利用拡大のため、対象事業の見直しの検討や融資制度の

　周知を進めます。

・千葉県環境白書を作成するとともに、県民アンケート等を活用しながら、県民や事業者の具体的

　な取組状況や課題を把握し、環境基本計画の「総合的な進捗状況の点検・評価」を実施します。
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※ H27：県政に関する世論調査 （標本数3,000　回収率50.1%）
　  H28：環境基本計画策定基礎調査 （標本数2,000　回収率34.9%） 

図表5-2-3　環境保全活動に「参加したことがある」と回答した県民の割合

図表5-2-4　ISO14001またはエコアクション21の認証取得事業件数
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第第３３節節 「「ちちばば環環境境再再生生基基金金」」のの充充実実とと活活用用

１１．．現現況況とと課課題題

とさるふ！うそどもりと「、は金基生再境環ばち

の自然」をスローガンに、千葉県民総参加による

基金として 年に設置されました。

県民及び事業者の皆様の支援により、募金総額

は 億円を超える基金に成長し、これまでに

ＮＰＯ環境活動助成事業や負の遺産対策事業など

を実施してきました。 
しかしながら、基金を利用した活動については、

県民に必ずしも認知されているとは言えず、助成

事業も時世に合わない点が見られることから見直

しを行い、基金の運営については 年度途中から、

助成事業については 年度及び 年度実施分か

ら、各々新体制に移行しました。

今後も、ちば環境再生基金を、自然環境の保全・

再生などへ活用するため、これまで以上に県民一

人ひとりに基金を利用した活動を知ってもらい、

さらには県民自身が積極的に「自然環境の保全と

再生」や「資源循環型社会の形成」の活動に関わ

っていく仕組みを、提供していくことが重要です。

２２．．施施策策のの展展開開

里山などの自然の荒廃、不法投棄などの負の遺

産の解消、化石燃料の大量消費による地球温暖化、

大量廃棄による廃棄物問題などへの対応を図るた

めに、ふるさとの豊かな環境づくりにともに参加

する思いを託せる県民総参加による基金を、（一財）

千葉県環境財団に設置しています。 
また、基金を適正に運営し、基金による事業を

公正かつ適切に実施するために、学識経験者、県

民代表、地元経済界などで構成する「ちば環境再

生推進委員会」を設置しています。 
さらに、推進委員会の中に２つの部会を設置し、

主に助成事業に係る審査、検討を行っています。 

万県民が総ぐるみで行う募金活動で基金を

造成しています。 
募金活動は、企業等への職場募金の呼びかけや、

県内各地において環境への関心を高めてもらう広

報啓発活動を行いながら実施しています。 
なお、募金額及び事業費については、各々 年度末

までの累計目標額を 億円としています。

県民自らの手で千葉県の貴重な自然を保全し、

環境を再生する自発的・継続的な活動を支援す

るため、県民団体の千葉県内における「環境の

保全、生物多様性の保全、地球温暖化防止対策、

省資源・リサイクル」の活動に対して 年度か

ら公募により助成を行っています。

環境上の課題の迅速な解決を目指し、県、市 
町村、県民の協働により実施する提案型環境再

生事業を支援するため、市町村等の「環境保全、

生物多様性保全、地球温暖化防止、省資源・リ

サイクル活動、県民の意識の向上」などの環境

上の課題の解決を目的とし、県、市町村及び地

域の住民等と連携を図りながら計画的に実施す

る事業へ、 年度から助成を行っています。

廃棄物の不法投棄などの負の遺産対策につい

ては、原因者による撤去を原則としています。 
しかし、原因者が特定できない不法投棄や廃棄

物処理法の規制以前に処分された廃棄物で、緊急

に対策を実施しないと県民の生活環境に影響を

及ぼすおそれがあるものを対象に、県及び市町村

からの申請を受けて、助成を行っています。 

自然環境の保全・再生、資源循環型社会づく

りに取り組む市町村、県民等の活動を広く周知

し、県民の環境意識向上と積極的な参加を目指

し実施する県民団体の環境活動に関する事業に

対して、27年度から助成を行っています。  

（１）ちば環境再生基金の設置と運営

（３）県民の環境活動への助成

（５）負の遺産対策への助成

（６）環境活動見本市普及啓発への助成

（４）提案型環境再生事業への助成

（２）啓発・募金活動の推進
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各種助成を通じて、地域の活性化や地域間の

交流促進等に貢献しています。 

（７）地域経済と地域振興への貢献
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３．環境基本計画の進捗状況の点検・評価等

項目名 基準年度 現況 目 標

募金総額

（累計）

億 百万円

（ 年度末までの累計）

億 百万円

（ 年度末までの累計）

億円

（ 年度末までの累計）

助成事業費

（累計）

千万円

（ 年度末までの累計）

億 千 百万円

（ 年度末までの累計）

億円

（ 年度末までの累計）

【２７年度の主な取組】

① ちば環境再生基金の設置と運営

・環境財団に設置された基金を適正に運用し、基金による事業を公正かつ適切に実施するため、「ち

ば環境再生推進委員会」において、事業に関する審査、検討等を行いました。

② 啓発・募金活動の推進

・県内各地において、環境への関心を高めるための広報啓発を行いながら募金活動を実施したとこ

ろ、 年度における募金額は、 件で 円となりました。基金設置からの募金総額は

年 月 日現在 件で 円となっています。

③ 資源循環型社会づくりの推進、自然環境の保全と再生の推進

・環境保全団体などが県内で行う自然環境の保全・再生等の活動 事業、市町村などが実施する先

進的な自然環境の保全・再生等の 事業、県民の環境意識向上と広く積極的な参加を目的とした

環境活動 事業に対して助成しました。

④ 負の遺産対策の推進

・市町村が実施する、原因者が特定できない不法投棄や廃棄物処理法の規制以前に処分された廃棄

物の撤去等の事業について、 事業に助成しました。

【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】

・ちば環境再生基金への県民の理解・周知がなかなか進んでいないことが課題です。

・助成事業の内容については、時代の要請に合わせ、また申請者が利用しやすいように、必要に応

じて制度を見直すことが必要です。

【分析結果を踏まえた今後の対応方針】

募金総額、助成事業費ともに基準年度に比べ増加していますが、目標の金額とは

大きな隔たりがあります。 

・助成事業については、24年度から「県民の環境活動支援事業への助成」、「提案型環境再生事業へ

　の助成」、「負の遺産対策事業への助成」の３事業に再編して実施してきましたが、26年度に再度

　見直しを行い、「環境活動見本市等普及啓発支援事業への助成」など3事業を追加するとともに、

　「県民の環境活動支援事業」への助成は、より小規模の団体でも利用しやすいように再編を進めま

　した。

（１）指標の現況

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針
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・「ちば環境再生基金活動ニュース」やホームページ、環境フェア等のイベントにおいて、助成団体

の活動情報を紹介して、基金がどのように使われているのかを十分に説明し、県民に理解を求め

ていきます。

・今後も、市町村イベント等での募金活動や、事業所等への職場募金の依頼等を通じて、着実な募

金活動を進めていきます。

・県民のニーズを適切に把握し、さらに使いやすい制度に見直しを続けていきます。

・各種助成を通じて、地域の活性化や地域間の交流促進等に貢献していきます。

（１）募金額

区 分 件 数 金 額 区 分 件 数 金 額

年度 件 円 年度 件 円

年度 件 円 年度 件 円

年度 件 円 年度 件 円

年度 件 円 年度 件 円

年度 件 円 年度 件 円

年度 件 円 年度 件 円

年度 件 円 年度 件 円

年度 件 円 合 計 件 円

※ 年度大口募金者（千葉県： 億円）

※ 年度大口募金者（千葉県産業廃棄物協会： 億 千万円、千葉県： 億円）

（２）助成事業数

①再編後の助成事業

ア 県民の環境活動支援事業への助成

市民活動団体などが県内で行う自然環境の保全・再生等の活動への助成

年 度 年度 年度 年度 年度 合計

助成数 事業 事業 事業 事業 事業

助成額 千円 千円 千円 千円 千円

イ 提案型環境再生事業への助成
市町村や公的団体が環境上の課題の迅速な解決を目指した提案事業への助成

年 度 年度 年度 年度 事業 合計

助成数 事業 事業 事業 事業 事業

助成額 千円 千円 千円 千円 千円

ウ 負の遺産対策事業への助成
県や市町村が取組む廃棄物撤去事業等に助成

図表5-3-1　ちば環境再生基金への募金額・助成事業数の推移
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年 度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

助成数 事業 事業 事業 事業 事業 事業

助成額
千

円
千円 千円 千円 千円 千円

年 度 年度 ～ 年度 年度 合計

助成数 事業 事業 事業 事業

助成額 千円 千円 千円 千円

エ 環境活動見本市普及啓発支援事業への助成

市町村や市民活動団体の協働により実施する、環境保全・再生に係る広域的な普及啓発事業へ

の助成

年 度 事業

助成数 事業

助成額 千円

② 終了した助成事業

ア ＮＰＯ環境活動への助成

市民活動団体などが県内で行う自然環境の保全・再生等の活動への助成

年 度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

助成数 事業 事業 事業 事業 事業 事業

助成額 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年 度 年度 年度 年度 年度 ― 合 計

助成数 事業 事業 事業 事業 ― 事業

助成額 千円 千円 千円 千円 ― 千円

イ 市町村による戦略的自然再生事業への助成

市町村が地域の住民等と連携を図りながら計画的に実施する自然環境や田園環境の保全・再

生の事業への助成

年 度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

助成数 事業 事業 事業 事業 事業 事業

助成額 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年 度 年度 年度 合計

助成数 事業 事業 事業

助成額 千円 千円 千円
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ウ なのはなエコプロジェクト

菜の花やヒマワリから収穫される食用油を活用した資源循環体験活動への助成

年 度 年度 年度 年度 年度 年度 年度

参加者数 団体 団体 団体 団体 団体 団体

栽培面積 ｱｰﾙ ｱｰﾙ ｱｰﾙ ｱｰﾙ ｱｰﾙ ｱｰﾙ

助成数 団体 団体 団体 団体 団体 団体

助成額 千円 千円 千円 千円 千円 千円

年 度 年度 年度 年度 年度 ― 合計

参加者数 団体 団体 団体 団体 ― 団体

栽培面積 ｱｰﾙ ｱｰﾙ ｱｰﾙ ｱｰﾙ ― ｱｰﾙ

助成数 団体 団体 団体 団体 ― 団体

助成額 千円 千円 千円 千円 ― 千円

※ 年度から、菜の花のほかヒマワリによる活動を実施。

エ 環境再生に係る普及啓発事業への助成

県・市町村等が、全県的又は複数の市町村区域にまたがり広域的に実施する「資源循環型社

会づくり」又は「自然環境の保全と再生」のための普及啓発等事業に対して助成

年 度 年度 年度 年度 合計

助成数 事業 事業 事業 事業

助成額 千円 千円 千円 千円

 
 

―239―



１１．．現現況況とと課課題題

今日の環境問題は、その要因や影響が広範囲に

及ぶものが多くなっており、県の区域を越えた広

域的な連携がこれまで以上に必要になっています。 
また、地球温暖化の防止や生物多様性の保全な

ど、地球規模の環境問題に対処するためには、国

や地域を越えた国際的な協力が不可欠です。 

本県の経済活動や県民の暮らしは、他の都道府

県と様々なかたちで結び付いています。 
このため、環境問題を考えるに当たっても、特

に社会的・経済的にも関係の強い首都圏や同じ環

境問題を抱える地域などと県域を越えて連携し、

広域的に協調した施策を実施していくことが求

められます。 
特に、首都圏では、広域的な自動車公害対策とし

て、千葉県と東京都・神奈川県・埼玉県が連携し 
て粒子状物質の排出基準に適合しないディーゼ

ル自動車の運行規制を 年 月から一斉に施行

し、大きな成果を挙げました。 
また、夏・冬のライフスタイルの実践など、九

都県市（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・横浜市・川

崎市・千葉市・さいたま市・相模原市）共同で地球温暖

化防止のキャンペーン等を推進しています。 
今後も、このような広域的な施策が効果的に展

開されるよう連携を強化していくことが必要で

す。 

地球環境全体を保全していくためには、国際的

な協調の下で問題の解決に取り組んでいかな 
くてはなりません。 

特に環境問題への十分な対応が困難な開発途

上国等に対しては、国による技術的、経済的な支

援のみでなく、地方からも、その保有する人材や

知識、技術等を活用した支援を行うことが求めら

れています。 
 

 

千葉県では、環境研究センター等での海外から

の研修生の受入れや職員の海外派遣、県内市民活

動団体と連携した県民主体の環境保全事例の紹

介等を通じて、開発途上国の環境保全活動を支援

しています。 
また、姉妹都市などの海外自治体との国際交流

の中でも、環境分野における交流を進めています。 
さらに今後は、地球環境の保全と再生に向けて

国際協力・国際交流を推進していく中で、国や 
県のみでなく、市町村、関係団体、事業者など広

範な主体と協働していくことが重要になってい

ます。 
２２．．県県のの施施策策展展開開

ア 九都県市による取組

九都県市では共同して広域的な課題に取り

組むことを目的として、年 回程度首脳会議を

開催しています。 
環境に係る課題に関しては、首脳会議の下に

環境問題対策委員会と廃棄物問題検討委員会

を設置し、具体的な調査・検討・協議等を行っ

ています。 
環境問題対策委員会では、幹事会、大気保全

専門部会、水質改善専門部会、緑化政策専門部

会及び地球温暖化対策特別部会を設置し、地球

温暖化防止キャンペーン（Ｐ 「国や他自治体

と連携した啓発」参照）、自動車排ガス対策

「条例によるディーゼル自動車排出ガス

対策」参照)、東京湾の水質改善や緑の保全・

再生への取組等を進めてきました。 
廃棄物問題検討委員会では、幹事会、減量

化・再資源化部会、適正処理部会を設置し、資

源循環型社会の構築を目指して、廃棄物の減量

化・再資源化及び適正処理に関する取組を進め

てきました。 
両委員会における 年度の主な取組は、図

表 のとおりです。  

（１）県域を越えた連携

（１）県域を越えたネットワークによる取組の推進

（２）国際環境協力

第４節　県域を超えた連携と国際環境協力の促進

27

（Ｐ133
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主な取組 概 要 

環境分野における国

際協力

が企画する「青年研修事業」に

参画し、途上国からの研修生の受入

れを実施

普及啓発・調査研究

等の取組

各都県市が省エネ・節電に率先して

取り組むとともに、公共施設、学校

等へのポスター掲出や小売店舗等へ

のステッカー配布などを通じた 普及

啓発を実施

再生可能エネルギー

の導入促進

太陽エネルギーを中心に再生可能エ

ネルギーの導入促進に向けたセミナ

ーを開催したほか、太陽熱利用ＰＲ

動画を活用し、 冒頭動画広告

の配信やコンビニの レジ動画広

告配信による普及啓発を実施

首都圏における水素

社会の実現に向けた

取組

水素エネルギーの普 及に向けて、

水素の有用性や安全性等の理解を

促進するための講演会や燃料電池

自動車の試乗会等を実施

ヒートアイランド 対
策

環境問題対策委員会温暖化対策特別

部会の下にヒートアイランド対策検

討ワーキンググループを設置し、各

都県市の取組状況や先進的な取組に

ついて把握・整理を実施

エコドライブの普及

関係機関と連携してエコドライブ 講

習会を開催するとともに、エコドラ

イブシミュレーターを活用し、地域

ごとに啓発活動を実施

ディーゼル車対策

一都三県の条例によるディーゼル車

規制を連携協力しながら取り組むと

ともに、啓発活動や路上・拠点検査

等を実施

低公害車の普及

九都県市による低公害車指定制度に

より、低公害車の指定を行い、 低公

害車ステッカーの提供など普及啓発

を実施

東京湾水質一斉調査

機関・団体が参加し、東京湾環境

一斉調査を行うとともに、生物調査

データの収集や環境啓発活動を実施

ガソリンベーパー対

策の推進

ＯＲＶＲ車の早期義務づけの必要性

を広く国民に理解してもらうため、

普及啓発用のポスターを高速道路の

サービスエリア等で掲示するなど啓

発・情報発信を実施

３ 普及促進事業

食品廃棄物の削減を図るため、外食

産業事業者と連携して食べきりの普

及を行うととともに、家庭での食品

ロスを減らす普及啓発活動を実施

容器包装発生抑制の

推進

「容器包装ダイエット宣言」の 認知

度の向上、容器包装減量化商品の購

入促進を図るため、小売事業者等と

連携して普及啓発活動を実施

産業廃棄物路上一斉

調査

産廃スクラム と共同した一斉路上

調査の実施

イ 関東地方知事会議による取組

 

年度は、東南アジア諸国から 人の研修生

を受け入れ、施設見学や講義等を通じ、本県の水

質汚濁防止対策や常時監視大気測定局等を紹介し

ました。

また、 草の根技術協力事業等を活用し、水

環境分野において、ラオス・ヴィエンチャン都へ

県職員を派遣しました。 図表

図表 平成 年度研修生受入状況等

事業名 事業概要

ベトナム資源環

境省環境モニタ

リングセンター

６名の研修生を受け入れ、常時監視大気

測定局の視察を行った。

草の根技

術協力事業

ラオス・ヴィエ

ンチャン都水環

境改善事業

ラオス国ヴィエンチャン都天然環境資源

局を対象として、水環境の改善を支援し、

千葉県の経験やノウハウを伝えるため４

名の研修生を受け入れた。

国際協力・途上

国支援事業

（ 青年研

修事業）

九都県市首脳会議の事業として研修員を

受け入れ、千葉県は、環境行政について

の講義を１日担当した。フィリピンから

名の研修員を受け入れ、日本及び地方

自治体が 取り組む環境改善に向けた施

策等の知識を得て、自国の環境分野にお

ける問題解決を助けるため、研修を実施

した。

図表5-4-1　九都県市による主な取組

　関東地域及び近隣の10都県で構成される関東

地方知事会議では、地域が共有する諸問題につ

いて、意見交換や調査研究が行われています。

　27年度は、水素社会の実現に向けた取組など

をテーマに意見交換を行い、国に対する各都県

からの要望をとりまとめました。

（２）国際的な取組の推進
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３．環境基本計画の進捗状況の点検・評価等 

項 目 名 基準年度 現況 目 標 

県と県外の自治体等

が連携した環境の保

全・再生の取組 

近隣都県と連携したディー

ゼル自動車の運行規制や地

球温暖化防止の共同キャン

ペーン等を実施 

(18年度) 

ディーゼル自動車運行規

制の合同検査や、九都県

市による地球温暖化防止

の共同キャンペーン等を

実施 

(27年度) 

連携した取組を

拡大します 

(毎年度) 

県が受け入れた環境

分野での海外からの

研修生数 

8.6回 89人 

(平成 14～18 年度の間の年

平均値) 

3 回 25人 

(27年度) 

増加させます 

(毎年度) 

 

 

 

 

 

【２７年度の主な取組】 

① 県域を越えたネットワークによる取組の推進 

・九都県市では、温暖化防止対策に係る共同・連携した取組として、地球温暖化防止への省エネ・

節電などの行動を啓発するための「ライフスタイルの実践行動キャンペーン」、再生可能エネルギ

ー導入促進に向けたセミナーの開催、ディーゼル自動車対策やエコドライブの普及、東京湾水質

一斉調査、3Ｒ普及促進事業、容器包装発生抑制の推進、産業廃棄物路上一斉調査など、様々な取

組を実施しました。 

・水素社会の実現に向けた取組として、イベント等において燃料電池自動車の試乗会を実施しまし

た。 

② 国際的な取組の推進 

・東南アジア諸国から 25人の研修生を受け入れ、施設見学や講義等を通じ、本県の水質汚濁防止対

策や常時監視大気測定局等を紹介しました。 

・JICA 草の根技術協力事業を活用し、水環境分野において、ラオス・ヴィエンチャン都へ県職員を

派遣しました。 

  

【分析（目標達成阻害要因、状況の変化、課題等）】 

 ・これまでの支援により、ヴィエンチャン都の水質モニタリング及び水質分析の基礎的な技術及び

知識が向上しました。 

 

【分析結果を踏まえた今後の対応方針】 

・九都県市で共同・連携した温暖化防止対策の検討を進めるとともに、各種キャンペーンを実施す

九都県市が連携して、ディーゼル自動車運行規制の合同検査や地球温暖化防止キャンペー

ンなどを実施しました。 

県が受け入れた環境分野での海外からの研修生の受入については、回数・人数ともに基準

年度を下回っています。 

（１）指標の現況

（２）評価

（３）２７年度の主な取組、分析及び今後の対応方針
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る等、広域的な連携を強化していきます。 

 ・ヴィエンチャン都の水環境の改善を支援する JICA草の根技術協力事業は、平成２７年度で終了し

ましたが、引き続き様々な機会をとらえ、環境分野を含む国際協力の取り組みを進めていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表5-4-3　海外からの研修生の受入回数・人数の推移
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